
一

一

出
し
て
く
だ
さ
い
。
一
く
わ
レ
い
乙
と
は
農
林
課
へ
お
た
一
十
』
臼

制

所

所

円

畏

崎

県

民

主

μ

一

一

一

一

一

一

(
涜
準
特
理
委
員
会
)

一

ず

ね

く

だ

さ

い

。

一

〈

同

サ

ン

パ
ウ
ロ
州
パ
ラ
ナ
州
、

所

回

投

官

製

、

E一
一

，l

i

l

-

-

一

国

別
、
移
住
地
区
別
、

4用
一
削
判
定
、
五
万
円

1
2

7
市

H
じ

部

育

少

借

問
題
生

基
本
初
喜
一
人
名
簿

の
一
海
外
移
住
者
を
募
集
一
別
、
間
行
資
金
、
〆
切
川
川
順
一
侍
月

τ吾

U川

一f

て
一
八
月
百
現
住
?
所
有
地
お
よ
び

-m寄
金
袋
、
ま
た
は
地
の
鹿

帯
会
で
は
明
童
十
登

録

資

格

者

調

査

書

一
賢
建
協
会
で
は
移
ぽ
者
至
。
ブ
ラ
ジ
ル
凶
サ
ン
パ
ウ
ロ
州
ス
一
ハ
ド
ミ
一
一
品
コ
ー
ヒ
ー
常

移

県

付

所

価

一

一

の
精
一
性
宅
一
組
一

E
1

1
¥

一

r

1

一

一

賄大制定一
時に閉す
読売が行
われ
一
沼
山
政
…
日
品
川
町
刊
誌
一
五
信
長
れ
一九
日
広
告
十
日
間
一
U

祝
日
)
(
訂
卯
一
日
日
七
万

N

I
l-
-
一
乙
の
調
査
は
鹿
州
法
第
八
十
凶
条

一
定
関
係
す
る
も

の

で

、

抑

税

と

作

文

京

の

と

一
制
喜
は
七
月
1
宮
支
で
提
山

一ア
否
定
注
し
て
い

ま

す

。

一

七

片

二

十

五

日

一

ハ
ブ
フ
ジ
ル
問
山
南
米
主
凶
、

ち
ま
ピ

D
L
H
芸
誌
治
ま

f

一
の
制
定
に
よ
っ
て
毎
年
行
わ
れ
る
一
か
石
川
政
し
た
ど
の
京
に
は

2鈍
し
て

一寸
?
と
に
な
っ
て
向
り
ま
し
た

一現
什
募
集
中
の
移
住
地
は
次
の
と

一
〈
同
サ
ン
パ
ウ
ロ
州
パ
ラ
ナ
!
州

一

2
2二

八
千
一

一冗

司
て
?
じ
」
I
民
h
J
Z
T
た

・

一

も
の
で
、
撃
蓄
会
の
業
務
の
一
な
り
ま
せ
ん
。

ー

ま
す
。

す
ま
だ
提
山
し
て
い
な
い
在
一
お
リ
で
す
か
ら
、
ふ
る
っ
て
喜
一
コ
ー
ヒ
ー
園

清

(

一

干

四

一

才

の

撃
、
工
業
、
商

業

寝

正
確
な
計
算
方
法
で
完
納
を
一
持
続
出
軒
並
行
問
訪
日
刊
者
一
刊
誌
注
目
沿
い
沿
い
:

比
一
品
川
悼
む
長
町
内

一黙
と
な
り
、
か
っ

n
Z
2キ
間
作
し
て
い
る
万
代
金
訪
れ
一
ハ
内
容
塁
が
ふ
-
れ
ぞ
れ
を
一

に

応

舗

装

の

放

水

は

一
に
的
水
子
る
ζ

、

g
u
装

い
一
て
く
わ
し
い
f

k

と
川
大
付
察

U
J川
副
叶
叶
川
町
叶
引
叶
川
叶

町

叶

町
川
J

川一

一な
く
巾
告
を
じ
て
く
だ
さ
い
。

一
っ
た
問
況
の
中
で
明
る
く
他
や
一
切

一
乙
の
品
川
裂
か
ら
、
ま
い
た
水
や
一
署
に
凶
行
せ
て
く
だ
さ
い
。

附
二
者
耳
元
-M
m
h
司
一川
一利
一川
一川
河
一州
主
一
一
巾
可
思
は
実
行
仙
台
主
一
か
伝
導
さ
れ
川
警
告
れ

一

大

耐

久

力

を

弱

め

ま

す

一

雨

宗

室

レ
て
耐
久
力
長
一

(
大
川
察
署
)

腿
二

二

一

i
一2
一3
一8
7
一日
一ω一山
一日
一日
一町
一引

一丘
一

U
て
配
市
レ
ま
す
が
実
一
円
程

一

て
い
る
様
子
キ
内
容
こ
し
た
も
一
を

一

一泊
-
協
会
大
き
争
点
主
一

1

1

1

1

1

畳

二

二

二

二

二

ご

二

二

一一に
加
入
し
C
い
な
い
な
用
紙
の

一

の
で
、
四
急
白
山
。

一
色

七
月
古
か
ら
八
月
九

一

と

。

一

ηり
ま
す
の
で
、
交
通
の
少
な
一
訂
正
奈
川
号
に
何
時
の

よ

引

札

礼

社

社

詐

針

正

札

札

社

計

正

斗

パ
=
同
か
住
い
万
は
、
川
書
ま
た
は

一

AZ
同
千
字
以
内
(
凶
行
宇
一
郎

日

乏

で

五

品

皇

室

、

砂

、

汚

物

、

還

を

一
い
時
聞
を
見
計
ら
っ
て
得
で
開

一
一
常
法

υ
は

ど

一山
市
八
段

日
一2
一μ
一3
一山
一り
いい
一U
一M

U
一U
一川
一口
一川
-U
一
ω一引一
μ
一
一
主
宰
委
員
会
引
内
所
ヘ
ロ
向
山
一
訪
日
川
川
紙

一
O
れ
山内
)

一
J

エ

省
令
は
じ
め
省
側
一
に
関
一
道
路
に
前
て
た
り
、

ま
た
け
週
一
い
て
と
ム
が
立
つ
の
が
防
i
し
一円
「
附
和
三
ト
凶
作
七
月
二
円
」

正
一一

一
一
一
一
一

一
一
一
一

一一，

一
一
一

一
一
十
向
い
と
巾
告
を
し
て
く
だ
さ
い
。
一

A
締
切
八
月
三
卜

一
円
ま

c、
一係
の
あ
る
す
べ
て
の
官
長
官
山
主
一
殿
山
に
乙
ぼ
さ
な
い
ょ
っ
に
注
一
て
く
だ
さ
い
。
(
控
訴
刊
)

一
を
「
小
川
一一
十
川
年
七
月
二
口
」

ド
川
川
町
ヨ
判
判
川
川
判
川
司
刻
刻
判
判
判
以
川
一
一
市
告
#
は
べ
月
五
け
ま
で
凧
川
市
リ

一
住
所
、
氏
名
、
市
令
、
問
若

一山
で
「
道
路
孝

久

月

間

」

長

一

再

思

す

る

乙

と

。

一

一

に

九

段

目

「

-
町
一一一反
」
を
「
ニ

民

円

一
二

二

二

ご

二

一

一
二

一一
の
実
行
組
合
民
ま
た
は
州
問
所
へ

一
明

号

つ

え

話

人

児

支
へ一
け
ら
れ
、
議
議
運
動
か
全
国
一

j
j
i
-
-
i
j
j
i
j
一
巳

反」

「
訂
正
し
ま
す
(
係
)

持

一円

一り
一U
O
U
一日
早
川
町
一
山
一山
一U
U
一一提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

一

語

読

)

一
一
汗
に
く
り

ひ

ろ

げ

九

れ

て

い

ま

一

危

い

グ

打

揚

げ

花

火

4

一

1

1

1

1

1

一
一8
-J
2
1
5
1
E
E
l
-2
7
一辺
一4
5
二

度

別

委

員
会
二

一す
。

一

一

一

l
h

o
と
け
干

一

;
;
;
f
i
i
i
i
i
!
一市
民
の
皆
さ
ん
は
護
保
全
に

一

家

庭

一付

氾

で

は

特

に

注

意

一

U
…
金
。
患

や
せ
る
炎

同

一

-

J

I

-

-

一

む

だ

使

い

は

禁

物

一
つ
い
て
日
ど
ろ
で
れ
ぞ
れ
U
が
け

一
男
伎

の

花

火

遊

び

は

平

野

ち

二

以

詰

っ

た

川

そ

の

他

一

(
…
奈
さ
で
、
市
内
各

一

一

て
お
ら
れ
ま
す
が
、
ま
に

一
明
こ

一

一

一

戸

一
地
以
控
訴
は
。

出

一

一

J
{
-
t
t
-

』
一
に
と
っ
て
楽
し
い
も
の
の
一
つ
で
一
ハ
鴨
川
削
畏
附
県
レ
ク
リ
エ
1
シ

一

ル
γ

一

時

間

給

水

に

な

ら

な

い

よ

う

に

す

訟

に

関

す
ぞ
乱
訊
カ
久
け
て

γ。
乙
と
に
打
傷
げ
花
火
は
最
も
一
ヨ
ン
協
会
右
前
糊
た
氏

一

い

え
。
に
顕
々
悩
ま
せ

一1
照
り
つ
づ
き
で
水
奈
の
使
用

τLと
身

長

さ

い
。

一
い
る
向
も
見
受
け
ら
れ
ま
す
何
で
一興
-
昧
が
あ
り
、
打
揚
げ
た
花
火
は
一
八
対
象
一

般
市
民
(
何
人
暮

十

'
て
い
る
が
こ
の
ほ
ど

一監
か

震

に
明
加
し
、
現
在
の
使

一の
一
世
間
後
パ
析
を
限
か
に
約
め
ま
一こ
の
円
聞
を
通
じ
て
伐
の
こ
と
を
?
と
乙
へ
飛
ん
で
行
く
か
わ
か
り
ま

一
相
歓
迎
)

一吉

会

訟

で

お

市

民

一川
駄
が
つ
づ
け
ば
、
時
川
給
孝

一
し
よ
う
。

一実
付
し
て
い
た

だ

き

、

認

識

を

深

一

せ

ん

。

一

ハ

受

割

引

は

無

料

一

(

川

滑

走
向
付
近
)
の

一
町

名

一突
出
し
也
け
れ
ば
な
ら
な
い
よ
う
否
・
水
道
の
冬
限

定

附

な

ど

で
め
は
実
切
に
し
て
く
だ
さ
る

官

官

ゃ

、

燃
え
易
い
物
さ

一

(

中

央

《

同

州
)
一度

引

く
刊
植
え

宗

ま
せ
た
。

一に
な
け
ま
す
。

一

に
ま
い
た
り
、
む
だ

白

川
は

一ょ

う

お
い
し
ま
す
。

一の

(7月下旬号)〈矛181号)り大 村 市 政 だ よぐ毎月 1 口 . 10 日.初日 . ~行〉

事業所得者の場合

総所得金額 200.000円扶蓑親族3人の場合

昭和33年 7月m四
〈昭和33f手4月22日第三種 以便物認可〉(一)

花

87.5rO 11 ?~ρo 
(基砲控;念ずる課税障準)

①市 民税 11つ.""0 x ~.1% 一 同 o 1. ?(')() 
(課 税 醇 準視王将 税 率 控 問 、 額 挟 貫 控除額)

200.000 

い

っ

ぱ

(
部
従
背
等
ゴ一

O
O円
)

所
得
制
扶
特
段
除
(
利
関
控

除
)
H扶
韓
朝
刊
族
一
人
に
つ

い
で
四
0
0
円

一
率

県
関
税
均
訴
剖
日
一
O
O円
一
2

票
一
割
H
市
F
税
所
得
剖
の一

川

二
六
%

一

害

一得一所

1.i40 
(序I-1号笹山

1.710 + 4fο2.14η 
I ( 所 得割 均等割市反税額〉

②県民 税 1.740 x 何 "/0 <1ぺn <I!')O + 10"1 s'":n 
(市所得割税率県所得割所目?割均等剖県医税額)

③合計 2.140 + 併の 2.n0η 2.6C1n 4 第 一ltl1 hRO寸
(市民税額県 民 税 額 市 県 民 税〈年額))合計額期別)第二期 ~ 第 四期 670円

い

明

る

い
ただし均等割のみは第一期に全額友視

本 年 度 と 昨 年 度 の所得剖額比較表(下表のとおり )

。
(税
務
課
)

笑

顔

町

日
現
在
で
農
地
調
査

全

員

も

れ

な

く

正

し

い

申

告

を

末
年
度
の
市
同
税
県
同
税

ω徴
税

令
瞥
は
す
で
に
皆
様
の
和
手
も
と

に
到
着
し
て
い
あ
と
と
ど
思
い
ま

す。と
承
知
と
似
い
ま
す
が
、
市
岡
税

県
F
税
の
税
半
、
計
算
方
法
お
よ

び
本
年
度
と
昨
年
度
の
所
得
制
比

較
に
つ
い
て
お
知
ら
せ
し
ま
す
。

税
率

市
戸
税
均
等
割
H
附
O
O円

年度州練所 M 額|制所 3企餌 hぽみ|得グ 書11 4 
I 1人。場合 I 3入力場合 I 5人心 号合

3伴度 150.000円 62.500円1.230 I ωo  
336j1史|グ |グ 1.010 I 210 I 0 

6.560 

4.370 

32年度 400.000円 312.500円 11・950 I 11.550 I 11.150 

33~1~支|グ|グ 10.110 I 9.:>10 I 

32 ~I~ -:( I 500 .OOU円 41:2.50コ円 1i.150 I ]6.750 I ]6.350 
33年度| グ | グ 14.510 I ]3.710 I 12.叫 O

1.360 

940 

事業所得者の場合(枕ヰ雪、扶養院!徐額、32年度、33年度j

2.160 

1.740 

6.960 

5.170 

210 1.010 

7.360 

5.9iO 

2.960 

2.540 

112.500円

212.500円

グ

グ

グ

200.000円

300.000円

グ

!/ 

321p.IA:: 

3~μ民

3211 ~皮

33 !Í 1 ~庇

い

'つ

iま

い

家
畜
.
内
陸
附
出
川
は
い
ま
ま
で
器

内
定
叫
予
防
山
射
乙
侍
月
二
凶
の

仔
林
市
出
場
豚
に
は
も
れ
な
く
注

一射
し
て
き
ま
し
た
が
、
今
川
は
妊

娠
な
ど
C
注
射
を
猶
予
し
た
も
の

春
以
来
生
ま
れ
た
も
の
で
、
市
場

に
山
て
い
な
い
仔
豚
な
と
い
は
射
の

前
ん
で
い
な
い
も
の
を
対
象
と
し

て
千
防
出
射
を
行
い
ま
す
。

紙芝居の脚本を募集

よい子達に夢を

提
出
は
円
十
く



ご
鰐
建
築
士
の
試
験

本
年
度
一

級
建
築
士
の
試
験
が
次
の
と
お
り
行
わ
れ
ま
す
。
ム
試
験
日
時
、
喝
所、

九
月
二
子
七
日
i
二
十
八
日
長
崎
市

八日長
付
七
月
三
十
日
ま
で
諌
早
土
木
事
務
所
へ
申
込
む
乙
と
。
く
わ
し
い
こ
と
は
諌
早
土
木
事
務
所
建
築
課
へ
お
た
ず
ね
く
だ
さ
い
。

(麹
鞍
課
)

も
に
計
葉
の
繋
液
お
吸
収
し
か
っ
一
す
か
ら
、
ぜ
ひ
や
め
ま
し
ょ
う
一
@列
車
へ
投
石
、
線
路
へ
の
置
石
一二
十
四
ト
ン

三
輪
車
約
五
十
台
ご
で
、
例
年
に
な
い
麦
不
作
に
見
舞
一
い
わ
れ
、
農
家
に
と
って
は
、
大
一
長
会
議
の
席
上
各
地
区
ヘ
割
当
て

融
市
庄
司
教
が
多
い
の
で
椅
需
植
物

一冊
急
ぐ
と
き
で
も
、
ト
ン
ネ
ル
や一

は
や
め
ま
し
ょ
う
。

一を
ポ
ン
と
投
げ
出
し
て
、
不
作
対
一
わ
れ
た
農
家
は
乙
れ
が
対
策
に
困
一き
な
福
背
と
な
っ
て
い
る
。

一た
。

別リ
針
葉
ば
漸
次
空
白
そ
失
っ
て
、
一
鉄
橋
の
通
行
は
止
め
ま
し
ょ
う
一

(阜
岐
鉄
道
公
安
室
)
一策
に
頭
を
悩
ま
す
関
係
者
や
農
民一

っ
て
い
た
折
で
も
あ
り
、
同
肥
料
一肥
料
の
升
配
は
七
月
十
五
円
農
協
一

(
農
林
課
)

差

し

警

護

け
る
と
等
技

一

I

I
I

I

l

l

i

-

-

i

l
i
l
i
-
-

一帯
感
激
さ
せ
て
い
る
。

一

は

、
臨
分
、
チ
ヴ
素
雲

ん

で
お
十

1
1

1

1

1

1

1

1

1
11

1

1

1

1

1

六
月
以
降
の
異
常
乾
燥
で
建
物
一
寿
命
は
一
カ
月
内
外
で
あ
る
。
成

一害
も
ひ
ど
く
な
る
。
費

、
幼
虫
一 昨

日

間
訪

問

甘

い
一

醤

油

カ

ス

M
ト

/

を

無

償

で

一望

即

日

刊
号
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葉
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ど
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す
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濯
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収
す
る

02
5

一サ
ツ
ピ
ン
」
議
得
す
る
。
下
刈
一作

で
な
げ
い
て
い
る
市
内
襲
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れ
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れ
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予
定
申
告
と
納
税
は

七
月
末
ま
で
お
忘
れ
な
く

予
定
申
告
を
し

た
方
が
よ
い
人

本
年
に
な
っ
て
か
ら
あ
ら
た
に
順

一で
必
っ
て
ら
七
月

一
円
現
在
の
状

菜
、
工
業
、
民
菜
、
内
業
な
ど
の

一況
に
よ
け
見
凶
っ
た
本
半
分
の
所

主
t
J

佐
川
始
へ
相
続
に
よ
る
事
業
一
m
M
令
加
に
よ
り
計
時
し
た
前
倒
が
次

ωい
ず
れ
か
じ
該
当
す
る
人
は

の
郁
子
純
を
合
む
d

し
た
人
は
、
じ

一通
川
さ
公
予
定
州
内
抗
準
削
よ
不
定
山
刊
を
し
て
お
い
た
刀
が
よ

月
一
円
現
伝
の
状
況
に
よ
け
町
間
一リ
多
く
な
る
し
ぺ
見

山ま
れ
ず
の
場
合

一いし
f

一
回
わ
れ
ま
す
。

ぜ
っ
た
広
牢
分
の
一帯
一
市
街
か
ら
伏

一
に
は
じ
月
一
け
か
ら
三
十
一

日
ま

一
m
不
定
川
抗
議
'
削
岨
川
市
内
ド
緑

町
一持
一
控
除
切
実
引
い
た
残
り
の
金

一で
の
問
に
予
定
山
科
を
す
る
乙
と
一

m
m除
の
州
用
を
受
け
て
い
る

川
一

mmM九万
川
よ
り
多
い
と
児
一パ
ま

一が

で

き

ま

す
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小
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除
し
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あ
り
ま
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で
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一
ち
に
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当
一
辺
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受
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合
に
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前
午
に
お
い
て
け
開
一帯
、
強

一
三
十
一一
年
分
の
椛
氾
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の
時

工
一回
勺
控
吟
そ
し
て
ら
、
な
お
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め
一

J
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一
し
三
卜
二
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分
に
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い
ア
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制

ノ一
一月
一
日
か
ら

J
F
一
円
ま
で
の
問
一
'

一
J

一

ヤ
一に
予
定
巾
告
を
行
い
、
竺

問
分
一
安
得
か
れ
当
あ
る
ど
児
三
一
円
向
額
三

十一一
一年
什
に
料
品
主
巾
告
を
し
た
人
は
そ
の
巾
告

キ
一の
税
孝

納
め
な
げ
れ
ば
な
り
ま一

れ
る
人
に
つ
い
て
は
通
知
し
た
一
し
?
き
る
万

は

絞

翌

日

一し
た

2州
税
見
詰

ω一ニ
升
の

せ
ん
。

一
予
定
判
税
引白山
晴
樹
り
計
訴
の
一
円
除
で
き
ま
す
)
し
た
が
っ
て
一
一
仁
肖
る
A
M
M
似
た
そ
れ
ぞ
れ
七
月

村
部
川
叫
に
は
こ
れ
ら
の
町
得
は
合
一
椛
官
山
告
の
際
納
付
ず
ろ

M
m一
(
七
月
一

円
か
ら
三
十
一
日
ま
で

ま
れ
て
お
り
ま
せ
ん
か
ら
、
確
一
が
著
し
く
多
く
な
る
L

f

午
却
さ

一)
と
十一

月

(
十
一
月
一
円
か
ら

定
巾
告
の
際
納
付
す
ろ
税
制
が

一
れ
る
人
。

一三
十
円
玄
で
)
ど
に
納
付
す
る
と

著
し
く
多
く
な
る
と
干
仰
さ
れ
一
命
的
問
中は
税
関
内
怜
で
宍
陥
し
た

よ
一
に
吋
り
ま
す
。

予
定
川
申
告
を
し
た

場

合

の

納

税

予
定
申
告
を
す
る

こ
と
の
で
き
る
人
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ω通
知
者
受
け
た
人


